
● 2021年１月29日、JP改革実行委員会から受領した「ゆうちょ銀行のガバナンス等に係る検証報告書」を受け、当行の

ガバナンス強化に向けた改善策を策定。

● 今般、改善策の概要及び2021年11月末時点の実施状況について、ご報告。

● 策定した改善策は、全て実施済み（実施中）であり、今後は、各施策の実効性の観点も踏まえつつ、更なる運用の

高度化を目指す。
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ゆうちょ銀行のガバナンス強化に向けた改善策の実施状況について
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ゆうちょ銀行のガバナンス強化に向けた改善策に係るＪＰ改革実行委員会の提言

提言 項目 内容 頁

第１
お客さま本位の業務運営を実現

するための組織風土改革

ゆうちょ銀行は、預金者が「お客さま」であることを再認識し、真の「顧客本位の業務運営」を実現

するための組織風土改革を実行すべき
２

第２
お客さま本位の業務運営を行う

ための品質管理の仕組み構築

実務を担う役職者による部門横断的なリスク情報共有の機会を定期的に設け、「顧客本位の業務運

営」が実務面で実行されているのかを評価・検討し、課題や解決策を洗い出すとともに、責任部署を

明確に定めて、その進捗状況を定期的に確認し、経営陣に適時に報告する仕組みを構築すること

３

第３ 外部人材の知見の活用 社外取締役を含む外部人材の知見を一層活用する こと ４

第４ 人事異動・交流の活性化 部門を跨いだ人事異動・交流等の活性化を図ること ４

第５ リスク管理態勢の強化

① いかなるリスクカテゴリーに該当するのかが明確ではないリスク事象が生じることも想定し責任

部署を明確にしたリスク管理態勢を構築すること

② 新商品等審査時に、新たに導入を検討している商品やサービスについて、２線が多角的・多面的

なリスク評価を行うことができるよう、情報の整理・共有、実質的な討議を通じたリスクの抽出と

評価を行うという仕組みとプロセスを構築するとともに、顧客に被害を生じさせるリスクが潜在す

る商品やサービスについては、導入後も、これを取り巻く環境変化等を踏まえた継続的かつ定期的

なリスク評価の洗い替えを多角的・多面的に行う仕組みを構築すること

③ １線におけるサイバーリスクを含むリスク評価の高度化に向けた態勢を強化すること

④ ２線である管理部門の機能強化に向けた態勢整備として、所掌事務等を抜本的に見直すこと

⑤ ３線である内部監査部門のリスク評価機能を強化すること

５

～

９

第６
お客さまの声を経営に活かす態

勢の再構築

苦情を含む顧客の声を収集・分析して活用するなどし、その状況をモニタリングするというPDCAサイ

クルを回すことにより、顧客の声を経営において適切に活かす態勢を再構築し、着実に実行すること
10

第７
リスク事象に係る情報伝達フ

ローの明確化

顧客に被害を生じさせ、ゆうちょ銀行に対する顧客等の信頼が毀損されるおそれのある事態を、リス

ク事象として早期に探知し、危機管理対応に移行するために、現行の複線的なレポーティングライン

を確保しつつ、リスク事象に係る情報伝達のルール及び責任部署等を明確に定め、周知徹底すること

11
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実施状況：第１ お客さま本位の業務運営を実現するための組織風土改革

提言：ゆうちょ銀行は、預金者が「お客さま」であることを再認識し、真の「顧客本位の業務運営」を実現するための組織風土改革を実行すべき

具体的な提言内容（抄） 改善策 施策の実施状況 実施状況

人事制度、組織体制、研修制度等の

抜本的な見直し

「サービス向上委員会（組織文化・

風土改革分科会）」の設置・強化に

よる持続性のある組織風土改革の態

勢強化

〇社長直轄の「サービス向上委員会（組織文化・風土

改革分科会）」を設置し(20.5)、社員一人ひとりが

日々の業務活動の中で、「お客さまの信頼回復に向

けた約束」の浸透及び組織内・組織間の目詰まりを

解消する活動を策定・推進。

〇2021年3月には、メンバーを増員し「お客さま本位の

業務運営に関する基本方針」で定めたお客さま本位

の考え方を各種規程に紐づけ、体系的な社内浸透を

図れる態勢を整備。

2021.3月～

〇同分科会の施策内容等を全店舗等に周知（社長メッ

セージ動画・社員Web会議等）。
2021.4月～

営業目標・人事評価体系の抜本的な

見直し

○営業目標・人事評価体系について「営業の実績」

より「営業の品質」を、「プロダクト視点」より

「お客さま視点」を意識した体系に抜本的に見直し。

2021.4月～

お客さま本位の業務運営の社内浸透、

組織内・組織間の目詰まり解消に向

けた取組み

〇社員が直接社長に意見具申等を行える仕組みを構築

（「ゆうちょ銀行社長直通意見箱」の設置）すると

共に、主要な意見につき、社員向け回答を掲示。

2020.9月～

〇社内共有閲覧サイト上で、社長・役員・部室長の動

画メッセージの定期的な配信を開始(経営戦略や会社

についての想い・考え、社員が関心のある事項等)。

2021.2月～

○組織風土改革への意識を深める研修等を実施。 2021.4月～
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実施状況：第２ お客さま本位の業務運営を行うための品質管理の仕組み構築

提言：実務を担う役職者による部門横断的なリスク情報共有の機会を定期的に設け、「顧客本位の業務運営」が実務面で実行されているのかを評価・

検討し、課題や解決策を洗い出すとともに、責任部署を明確に定めて、その進捗状況を定期的に確認し、経営陣に適時に報告する仕組みを構築

すること

具体的な提言内容（抄） 改善策 施策の実施状況 実施状況

実務レベルでの部門横断的なリスク

情報共有

責任部署の明確化

進捗状況を定期的に確認

経営陣に適時に報告する仕組みを

構築

実務レベルの部門横断的なリスク協

議の場の新設、及び課題・解決策等

を含む進捗状況を定期的に経営陣に

報告する態勢の構築

〇リスク管理委員会の下部機関として「新商品・サー

ビス検討小委員会（営業/事務）」を新設。

－関連する各部門の部室長クラスが参加（委員長は、

リスク管理統括部長）。

－営業/事務系の新商品・サービスが内包するリス

ク（サービス導入後の環境変化も含む）について

部門横断的に議論・認識共有。

－審議・協議結果等を、リスク管理委員会・経営会

議に論点・責任部署・期限を明確にした上で報告。

2021.4月～

〇リスク管理委員会の下部機関として「システムリス

ク小委員会」を新設。

－関連する各部門の部室長クラスが参加（委員長は、

リスク管理統括部長）。

－重点的に点検すべきシステムを選定の上、セキュ

リティ機能等の実装状況の点検を実施すると共に、

システムセキュリティやシステムリスクについて

部門横断的に議論・認識共有。

－審議・協議結果等を、リスク管理委員会・経営会

議に論点・責任部署・期限を明確にした上で報告。

2021.4月～
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実施状況：（上段）第３ 外部人材の知見の活用／（下段）第４ 人事異動・交流の活性化

提言：社外取締役を含む外部人材の知見を一層活用すること

具体的な提言内容（抄） 改善策 施策の実施状況 実施状況

社外取締役を含む外部人材の知見を

一層活用

組織風土改革についての専門的知見

を有する外部人材をアドバイザーと

して登用

社外取締役等の知見の一層の活用

〇独立社外取締役のディスカッションの場を設定し、

重要課題に関する意見を執行サイドにフィードバッ

ク。

－独立社外取締役のディスカッションの定例化に向

けて、独立社外取締役会議を定例的に開催。

○社外取締役のサポート体制強化として、取締役会室

を設置し、より効果的かつ効率的な支援等を実施。

○取締役会の下に任意の委員会として、リスク委員会

を設置し、取締役会におけるリスク管理の高度化を

図る方向で検討。

2021.2月～

〇「サービス向上委員会（組織文化・風土改革分科

会）」の活動に、独立社外取締役及び外部有識者が

アドバイザー等として参加し、分科会の施策を推進。

2021.3月～

具体的な提言内容（抄） 改善策 施策の実施状況 実施状況

部門をまたいだ人事異動・交流等の

活性化

部門を跨いだ人事異動・交流等の活

性化

〇１線⇔２線間、１線・２線⇔３線間の人事交流を

実施。
2021.4月～
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提言：部門を跨いだ人事異動・交流等の活性化を図ること



実施状況：第５ リスク管理態勢の強化①

提言５－①：いかなるリスクカテゴリーに該当するのかが明確ではないリスク事象が生じることも想定し責任部署を明確にしたリスク管理態勢を構築

すること
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具体的な提言内容（抄） 改善策 施策の実施状況 実施状況

いかなるリスクカテゴリーに該当す

るのかが明確ではないリスク事象が

生じることを踏まえた、リスク管理

態勢の構築

各専門委員会の拡充・運営強化によ

るリスク事象の前広かつ漏れの無い

把握、及び適切なエスカレーション

の担保

〇専門委員会を強化し、各委員会が所管するリスク事

象の情報を前広に収集し、責任部署を明確にして対

応策を検討する態勢を整備。

－サービス向上委員会に「苦情の対応状況報告会」

（週次開催）を新設（21.1～）。

－リスク管理委員会に「新商品・サービス検討小委

員会（営業/事務）」と「システムリスク小委員

会」を新設（21.4～）。［P３再掲］

2021.1月～

○各専門委員会における以下の運営強化を通じ、リス

ク事象の漏れのない把握と適切なエスカレーション

を担保。

－所管するリスクの全体像ならびに個別重要案件の

把握。

－論点・争点を明確化した上での経営あて報告。

－経営からの指示事項に対する責任部署の明確化と、

対応状況の期日管理。

－リスク感度を強化し、潜在的なリスクの予兆を感

知する取り組みの強化（他社事例の横展開等）。

－他の専門委員会等との横連携強化。

2021.4月～

ミスコンダクト事象※発生時又はそ

の予兆を把握した場合における内部

管理態勢の確立

※ 社会規範に悖る行為、商慣習や市場慣行に

反する行為、利用者の視点の欠如した行為そ

の他の日本郵政グループへの社会的な期待に

反する行為がなされ、それによって当行の企

業活動に影響が生じる可能性がある事象

○ミスコンダクト事象発生時等の報告態勢を整備し、

情報伝達フロー及び対応部署を明確化。

－経営陣に週次で報告（緊急を要する事象は速やか

に報告）。

2021.7月～



実施状況：第５ リスク管理態勢の強化②

提言５－②：新商品等審査において、２線が多角的・多面的なリスク評価を行うことができるような仕組みとプロセスを構築すること

6

具体的な提言内容（抄） 改善策 施策の実施状況 実施状況

情報の整理・共有、実質的な討議を

通じたリスクの抽出と評価というプ

ロセスの確保

継続的かつ定期的なリスク評価

新商品等の審査態勢の強化

〇リスク管理委員会の下部機関として「新商品・サービ

ス検討小委員会(営業/事務)」を新設。［P３再掲］

－１線部署はリスクオーナーとして、検討段階の新

商品・サービスの案件概要、内包するリスク及び

管理方針等を２線部署に説明し、新商品等審査後

は、審査結果を踏まえたリスク認識・対応方針等

を説明、２線と議論・認識共有。

－なお、同小委員会は新商品等導入後の状況や当初

想定していなかった事象の有無等についても報

告・議論。

－また、１線部署と２線部署との審査目線が異なる

懸念を払拭するため、１線部署で審査不要と判断

した案件についても、２線部署によるチェックを

実施。

2021.4月～



実施状況：第５ リスク管理態勢の強化③

提言５－③：１線におけるサイバーリスクを含むリスク評価の高度化に向けた態勢を強化すること
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具体的な提言内容（抄） 改善策 施策の実施状況 実施状況

１線の営業部門にシステム部門から

セキュリティに関する専門性を備え

た人材を配置

１線において自律的かつ適切なサイ

バーリスクを含むリスク評価の高度

化を図るための態勢の強化

部門を跨いだ人事異動・交流等の活

性化
〇１線⇔２線間の人事交流を実施［P４再掲］ 2021.4月～

１線部署に対する研修強化

（コンプライアンス、リスク関連）

○１線部署における主体的・自律的意識を定着させる

ための研修等の実施。

○外部コンサル等を活用し、官庁等から公表した各種

ガイドライン等について情報収集し、有益な情報に

ついては、関係部に提供。

2021.7月～

１線部署のリスク評価の高度化

〇リスク管理委員会の下部機関として新設した「シス

テムリスク小委員会」［P３再掲］に１線部署が参加

し、サイバーセキュリティやシステムリスクに関す

る知見を共有。

2021.4月～

〇リスク管理委員会の下部機関として新設した「新商

品・サービス検討小委員会（営業/事務）」［P６再

掲］に１線部署が参加し、２線部署との議論を通じ

て、リスク感度を向上。

2021.4月～



実施状況：第５ リスク管理態勢の強化④

提言５－④：２線である管理部門の機能強化に向けた態勢整備として、所掌事務等を抜本的に見直すこと
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具体的な提言内容（抄） 改善策 施策の実施状況 実施状況

２線に適切にリスク情報が伝達・共

有される仕組み

リスク管理統括部とコンプライアン

ス統括部の間では緊密な連携と情報

共有が求められる

コンダクト・リスクをも含むコンプ

ライアンス・リスクを幅広くカバー

各専門委員会（特にリスク管理委員

会とコンプライアンス委員会）にリ

スク関連情報が漏れなく集約され、

当該委員会で部門横断的な議論が実

施される枠組みを整備

〇リスク管理委員会の下部機関として新設した「新商

品・サービス検討小委員会」と「システムリスク小

委員会」［P３再掲］を通じて、「新商品・サービス

が内包する顧客に被害を生じさせるおそれのあるリ

スク」や「システムリスク（セキュリティリスク含

む）」が漏れなく洗い出され、協議される態勢を整

備。

－両小委員会とも、コンプライアンス統括部が参加

しており、同部を含め、関係する２線部署間でリ

スク認識を緊密に連携・情報共有。

2021.4月～

○コンプライアンス統括部は、コンプライアンス・

リスクの全体像を把握の上、リスク要素、影響度、

長期化の有無等からリスク重要度を評価し、コン

プライアンス委員会等において重要な事案の報告

及び課題進捗を的確に行う態勢を整備。

2021.6月～

○コンプライアンス統括部が、ミスコンダクト事象に

関する管理を統括。
2021.7月～



実施状況：第５ リスク管理態勢の強化⑤

提言５ー⑤：３線である内部監査部門のリスク評価機能を強化すること
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具体的な提言内容（抄） 改善策 施策の実施状況 実施状況

３線である監査部門のリスク評価機

能の強化も必要

サイバーリスク及びシステムリスク

等に対し、適切なリスク評価を行う

こと

内部監査機能の高度化

○内部監査の基本方針として、現状のリスクベース監

査から経営監査へのステップアップに向け、お客さ

ま本位でのリスク認識に基づき、組織体のガバナン

ス、リスク・マネジメント及びコントロールの各プ

ロセスの有効性・妥当性を評価し、各々の改善に向

けた有益な示唆を提供する方針を明確化・実行。

2021.3月～

監査部門のリスク検知能力の強化

〇アドバイザリー（外部専門家との共同監査を含む）

の活用や、監査関連資格の取得等により、ITガバナ

ンスをはじめ、DX推進、サイバーセキュリティ等、

経営環境変化を踏まえたリスク検知能力を強化。

2021.3月～

監査委員会のリスク認識に基づく機

動的な監査

〇監査委員会のリスク認識（社外取締役の知見活用）

を適時に把握した機動的な監査を行うため、監査委

員会との連携を一層強化。

2020.10月～



実施状況：第６ お客さまの声を経営に活かす態勢の再構築

提言：苦情を含む顧客の声を収集・分析して活用するなどし、その状況をモニタリングするというPDCAサイクルを回すことにより、顧客の声を経営に

おいて適切に活かす態勢を再構築し、着実に実行すること

10

具体的な提言内容（抄） 改善策 施策の実施状況 実施状況

顧客の声を経営において適切に活か

す態勢の再構築

２線である「お客さまサービス統括

部」による、顧客からの苦情・相談

への対応や、不正利用に係る顧客へ

の補償状況のチェック・牽制には、

１線との連携が不可欠

３線である内部監査部門がより適切

にモニタリング

顧客の声を収集・分析して活用する

などし、経営において適切に活かす

態勢を再構築し、着実に実行

お客さまからの相談・苦情を解決に

至るまで一元的に管理

〇「お客さまサービス統括部」を新設し、お客さまか

らの苦情や相談対応について、お客さま目線で受付

から解決まで一元的に管理する態勢を整備。

－同部には、所管部署(１線）に対し改善提案を行い、

その対応状況を確認する機能等を付与。

2021.1月～

〇「サービス向上委員会」に同部を事務局とする「苦

情の対応状況報告会」（週次開催）を新設し、経済

的損失の発生（含む懸念）懸念のある苦情等や、長

期未解決の苦情等について、個別事案ベースで経営

陣あて対応状況を報告。

2021.1月～

〇2021年3月に「キャッシュレス被害相談デスク」を新

設し、お客さまからの苦情・相談の受付を漏らさず

フォローする態勢を強化。

2021.3月～

〇経営理念に則り、お客さまの声（苦情、意見、要

望）をしっかりと受け止め、記録し、報告すること

の重要性をフロント部署に再周知。

2020.12月～

内部監査部門による適切なモニタリ

ング

〇専門委員会等への報告状況、同委員会における経営

陣からの指示事項等への課題進捗管理やミスコンダ

クト事象の管理状況等について、内部監査・モニタ

リングを実施。

2021.6月～



実施状況：第７ リスク事象に係る情報伝達フローの明確化

提言：顧客に被害を生じさせ、ゆうちょ銀行に対する顧客等の信頼が毀損されるおそれのある事態を、リスク事象として早期に探知し、危機管理対応に

移行するために、現行の複線的なレポーティングラインを確保しつつ、リスク事象に係る情報伝達のルール及び責任部署等を明確に定め、周知徹

底すること

11

具体的な提言内容（抄） 改善策 施策の実施状況 実施状況

コンダクト・リスクが顕在化した事

象又はおそれのある事象を広く対象

とし、適切な危機管理対応に必要な

迅速かつ確実な情報伝達が行われる

こと

不正利用等のリスク事象発生に係る

対応フローの規程化及びモニタリン

グの実施

○電子決済サービス等に係る不正利用のリスク事象を

早期に検知し、補償に至るまでの情報伝達フロー、

情報収集・発信等、初動対応及び対応部署の態勢を

整備。

2021.1月～

〇危機管理規程の「危機」には明示的に当たらないも

のも含め、経営またはお客さまに大きな影響を及ぼ

す可能性のある事象の検知から対策・実行に至るま

での情報伝達フロー及び対応部署を明確化・周知。

2021.4月～

ミスコンダクト事象発生時又はその

予兆を把握した場合における内部管

理態勢の確立

○ミスコンダクト事象発生時等の報告態勢を整備し、

情報伝達フロー及び対応部署を明確化。［P５再掲］
2021.7月～


